
■申請者の条件

　相続や遺贈（相続人に対す

る遺贈に限られます）によっ

て、土地の所有権を取得した

人が申請できます。いつ相続

した土地であっても申請でき

ます。数十年前でもかまいま

せん。相続登記がされていな

くても問題ありません。その

場合は相続人であることを証

明する戸籍謄本などの書面を

添付します。

　土地が共有の場合は、共有

者全員で申請します。共有者

の中に１人でも相続や遺贈に

よって取得した人がいるとき

は申請できます。共有者全員

ですので、所有者が何十人も

いる土地について申請するこ

とは容易ではありません。

■土地の条件

　地目に関しては、宅地、雑種

地、田、畑、山林のいずれでも

可能です。通常の管理や処分

ができる土地なら承認され、

管理に過分な費用や労力がか

かる土地は承認されません。

　建物があったり、抵当権が

設定されていたりする土地は

申請自体ができません。

　申請はできても承認されな

い土地としては、管理や処分

に費用・労力がかかり過ぎる

▽勾配30度以上・高さ５メー

トル以上の崖がある土地▽地

上に工作物・放置車両・倒れ

そうな樹木がある土地▽地下

に産業廃棄物・古い水道管な

どがある土地▽公道に出るた

めの通行が妨げられている土

地▽防災工事が必要な土地―

―などが対象になります。

■負担金

　土地を国に引き渡すための

負担金は、10年分の土地管理

費相当額です。「宅地」「農地」

「森林」「その他」の４種類に分

類して算定されます。

　「宅地」「農地」は、面積にか

かわらず、原則、一筆20万円で

す。都市計画法上の市街化区

域や用途地域が指定されてい

る地域、農振地域の農用地区

域内の農地などについては別

の算定式があります。

　「その他」には「雑種地」など

が該当し、一筆20万円と決ま

っています。「森林」には「原則

20万円」はなく、面積に応じた

算定式があります。例えば、

750平方メートルの森林の負

担金は、25万4000円です。

　まず、予約を取り、資料をも

って法務局に相談に行きま

す。資料は、登記簿謄本、地積

測量図、土地全体の状況がわ

かる写真などです。土地が遠

方にある場合でも、近くの法

務局で相談できます。

　申請書類を提出するのは、

土地の所在する法務局の本局

です。支局や出張所には提出

できません。一筆あたりの審

査手数料１万4000円に相当す

る収入印紙を貼って法務局の

窓口に提出します。郵送でも

可能です。

　申請から帰属の決定まで、

半年から１年程度かかりま

す。国庫帰属の承認・不承認

が決まったら申請者に通知が

きます。申請者は通知に記載

されている負担金を、通知が

届いた翌日から30日以内に納

付します。納付しないと承認

が失効し、もう一度、申請し直

さなければなりません。

　負担金を納付した時点で、

土地の所有権が国に移り、国

が所有権移転登記をします。

　不動産登記簿をみても所有

者やその人の所在がわからな

い「所有者不明土地」が増加し

ていて、国土の２割以上、九州

より広い面積に及んでいま

す。こうした土地の予備軍と

なっているのが、「手放したい

土地」であることから、国が新

制度を設けました。

　土地を手放したいと考えて

いる人は多く、令和２年の法

務省調査では、土地を所有す

る世帯のうち２割がこの制度

の利用を希望していました。

　「土地を相続したけれど、利用しないので手放したい」

「売りたいけれど買い手が見つからない」――そうした土

地を国が引き取ってくれる新制度「相続土地国庫帰属制度」

が令和５年４月27日にスタートしました。法務局に申請し

て承認されると、10年分の管理費に相当する負担金を支払

うことで、土地を国庫に帰属させることができます。


